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中
間
配
・
当
に
つ
い
て

蓮
井
良
憲

一二三四五
は
し
が
き

中
間
配
当
の
法
的
性
質

中
間
配
当
の
財
源

中
闘
配
当
の
実
施

中
間
配
当
と
半
期
報
告
書
制
度

は
し
が
き

　
　
　
い
わ
ゆ
る
中
間
配
当
制
度
は
、
ふ
る
く
昭
和
二
六
年
に
企
業
会
計
基
準
審
議
会
が
、
　
「
商
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
関
す
る
意

　
　
見
書
」
　
（
昭
和
二
六
・
九
・
一
六
　
経
済
安
定
本
部
企
業
会
計
基
準
審
議
会
中
間
報
告
）
の
第
四
「
会
社
の
決
算
期
と
中
間
配
当
」
　
に
お
い
て
、

　
　
従
来
の
半
期
決
算
す
な
わ
ち
営
業
年
度
を
六
ケ
月
と
し
年
二
回
利
益
の
配
当
を
な
す
こ
と
に
伴
う
決
算
事
務
の
負
担
お
よ
び
監
査
の
労
力

　
　
の
過
重
を
軽
減
し
、
　
か
つ
、
上
期
下
期
の
間
に
お
け
る
利
益
の
不
平
均
を
避
け
て
健
全
な
会
計
慣
行
の
育
成
を
図
る
た
め
に
、
　
会
社
の

　
　
営
業
年
度
を
一
年
と
す
る
一
年
決
算
へ
の
移
行
を
示
唆
し
た
こ
と
と
の
関
連
で
、
商
法
上
も
こ
の
制
度
を
採
用
す
べ
き
旨
を
提
案
し
て
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
来
、
実
務
界
・
学
界
か
ら
も
同
様
の
趣
旨
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
中
間
配
当
が
「
商
法
改
正
案
」
と
し
て
具
体
化
さ

説
　
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
・
監
査
制
度
の
改
正
に
関
す
る
昭
和
四
四
年
の
「
株
式
会
社
監
査
制
度
改
正
要
綱
案
」
（
昭
和
四
四
・
七
・
一
六

論　
　
法
制
審
議
会
商
法
部
会
決
定
）
の
「
第
＝
二
中
間
配
当
」
に
は
じ
ま
る
。
そ
．
し
て
、
こ
れ
が
翌
年
の
「
商
法
の
晶
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
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綱
L
（
昭
和
四
五
・
三
・
三
〇
法
制
審
議
会
決
定
）
に
採
用
さ
れ
、
，
こ
の
要
綱
に
基
づ
い
て
法
律
案
が
立
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
め
よ
う

に
、
．
中
間
配
当
制
度
は
、
直
接
的
に
は
、
昭
和
四
九
年
改
正
商
法
が
監
査
制
度
の
充
実
’
・
強
化
を
図
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
会
社
が
監
査
期

間
を
延
長
し
て
一
年
決
算
に
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
に
伴
い
、
立
法
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
年
決
算
は
、
期

岡
損
益
計
算
の
見
地
か
ら
も
、
期
間
費
用
・
期
間
収
益
の
対
応
を
よ
り
適
正
に
し
て
企
業
会
計
の
健
全
化
・
合
理
化
に
資
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
商
法
が
会
社
の
営
業
年
度
を
一
年
と
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
中
間
配
当
の
制
度
を
認
め
た
根
底
に
は
、
　
わ
が
国
の
会
社
で
は
、
・
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

来
、
年
二
回
の
利
益
の
配
当
が
社
会
的
に
も
定
着
し
て
お
り
ハ
会
社
の
配
当
政
策
上
、
年
一
回
の
利
益
の
配
当
で
は
、
か
り
に
年
間
を
通

じ
て
配
当
金
額
が
同
額
で
あ
る
と
し
て
も
、
金
利
面
を
考
慮
す
れ
ば
株
主
に
不
利
益
と
な
り
、
こ
と
に
利
益
配
当
の
問
題
は
法
人
株
主
や

大
株
主
に
と
っ
て
は
金
融
の
問
題
で
、
も
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
将
来
の
企
業
資
金
の
調
達
に
も
影
響
す
る
お
そ
れ
が
多
い
と
い
う
懸
念
が
ひ
「

そ
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
間
配
当
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
営
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
取
締
役
会
の
決
議
の
み
で
行
わ
れ
、
決
算
を
伴
わ
な

い
こ
と
か
ら
、
会
社
財
政
の
健
全
性
を
害
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
た
め
に
、
立
法
に
際
し
て
は
会
社
経
理
の
適
正
化
の
確
保
を
図
ろ
う
と
す

る
見
地
か
ら
、
そ
の
法
規
制
は
か
な
り
厳
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
法
は
、
中
間
配
当
を
受
け
る
権
利
を
株
主
の
固
有

権
と
は
せ
ず
、
ま
た
中
間
配
当
の
実
施
に
は
、
そ
れ
相
応
の
費
用
と
手
数
と
を
要
す
る
の
み
な
ら
ず
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
る
利
益
処
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
権
限
に
も
影
響
を
与
え
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
れ
を
強
制
し
な
い
こ
と
と
し
（
商
二
九
三
条
ノ
五
第
一
項
）
か
つ
そ
の
実
施
手
続
上
は
、
　
中

間
配
当
の
限
度
額
を
定
め
て
財
源
の
確
保
を
図
る
（
同
条
三
項
）
と
と
も
に
、
　
期
末
決
算
に
お
い
て
欠
損
が
生
ず
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き

に
は
中
間
配
当
を
な
し
え
な
い
旨
を
定
め
（
同
条
四
項
）
、
　
さ
ら
に
、
中
間
配
当
の
実
施
に
よ
っ
て
期
末
に
欠
損
を
生
じ
る
と
き
に
は
、

そ
の
支
払
を
な
し
た
取
締
役
は
無
過
失
の
立
証
を
な
さ
な
い
か
ぎ
り
、
会
社
に
対
し
賠
償
責
任
を
負
う
旨
を
も
規
定
し
て
い
る
（
同
条
五

項
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
商
法
は
、
伝
統
的
な
資
本
維
持
の
原
則
を
堅
持
し
て
会
社
の
財
政
的
基
礎
の
確
保
と
会
社
債
権
者
の
保
護
を
図
ろ
う
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荊僅π函
に
当
配
間中

と
す
る
基
本
的
立
場
に
立
っ
た
う
え
で
、
中
間
配
当
の
実
施
を
許
容
す
る
も
の
と
い
え
る
。
・
そ
れ
だ
け
に
、
不
況
が
継
続
し
て
好
転
の
き

ざ
し
が
必
ず
し
も
明
る
く
な
い
現
在
の
経
済
状
態
の
下
で
は
、
多
く
の
会
社
は
、
定
款
に
中
間
配
当
を
実
施
し
う
る
望
め
規
定
を
置
く
場

合
に
も
、
中
間
配
当
の
実
施
に
つ
き
極
め
て
慎
重
な
態
度
を
と
り
、
た
と
え
ば
、
中
間
仮
決
算
に
お
い
て
欠
損
が
生
じ
て
い
る
か
、
そ
の

時
点
に
お
け
る
配
当
可
能
利
益
の
推
算
額
で
は
従
前
の
上
半
期
つ
ま
り
前
半
期
並
の
配
当
を
な
し
え
な
い
状
況
な
ど
の
場
合
に
は
、
会
社

企
業
の
将
来
を
見
越
し
て
業
績
の
悪
化
を
理
由
に
、
ま
た
は
、
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
取
締
役
の
賠
償
責
任
を
考
慮
し
、
そ
の
実
施
を
躊
躇

し
て
こ
れ
を
見
送
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
と
く
に
最
近
で
は
、
中
間
配
当
を
実
施
し
う
る
会
社
で
も
安
易
に
こ
れ
を
見
送
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
お
い
て
中
間
無
配
・
期
末
有
配
の
風
潮
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
会
社
で
は
、
従
前
の
半
期
決
算
の
下
で
は

当
然
に
利
益
配
当
を
実
施
し
、
株
主
は
配
当
金
を
収
受
し
え
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
状
況
の
下
で
、
一
年
決
算
な
る
が
故
に
中
間
配

当
が
見
送
ら
れ
る
と
な
る
と
、
中
間
配
当
の
意
図
す
る
機
能
す
ら
果
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
り
、
株
主
・
投
資
者
か
ら
の
批
判
も
少
な
く

な
転
面
）
そ
の
理
由
や
根
拠
は
何
で
あ
れ
、
中
間
配
当
が
実
際
上
前
述
の
よ
う
な
低
い
実
施
率
で
し
か
推
移
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
中
間
配

当
制
度
の
一
つ
の
重
要
な
基
本
的
問
題
点
で
あ
っ
て
、
こ
の
制
度
の
再
検
討
な
い
し
運
用
面
で
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

会
社
法
改
正
審
議
に
お
け
る
機
関
改
正
試
案
が
、
　
「
中
間
配
当
の
制
度
を
ど
う
す
る
か
は
、
会
社
の
計
算
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
」

（
第
一
・
一
b
ロ
㎝
）
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
中
間
配
当
の
実
施
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
村
「
株
式
会
社
監
査
制
度
一
改
正
と
そ
の
方
向
1
」
一
三
二
頁
、
居
林
「
中
間
配
当
制
度
に
関
す
る
商
法
改
正
問
題
」

　
　
　
　
　
商
事
法
務
四
六
三
号
二
六
頁
、
同
コ
年
決
算
制
の
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
四
六
号
三
四
頁
、
「
株
式
会
社
の
監
査
制
度
に
関
す
る
商
法
改

　
　
　
　
　
正
意
見
」
商
事
法
務
四
七
一
号
一
六
頁
以
下
な
ど
参
照
。

　
　
（
2
）
も
っ
と
も
、
上
場
会
社
で
も
、
銀
行
の
よ
う
に
業
法
に
よ
っ
て
従
来
通
り
年
二
回
決
算
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
種
や
、
電
力
会
社
の
よ
う

　
　
　
　
　
に
料
金
に
制
約
が
あ
っ
て
中
間
配
当
の
財
源
の
確
保
が
困
難
な
業
種
な
ど
に
あ
う
て
は
、
中
間
配
当
の
実
施
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
電

3
7
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説論

　
　
カ
、
海
運
な
ど
の
業
種
を
営
む
会
社
に
つ
い
て
は
、
中
間
配
当
の
限
．
度
を
拡
大
す
る
特
例
を
設
け
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
こ
の
特

　
　
例
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

（
3
）
従
来
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
山
一
証
券
調
査
部
編
「
解
説
商
法
改
正
案
」
六
五
頁
参
照
。

（
4
）
一
九
六
五
年
の
西
ド
イ
ツ
株
式
法
は
、
，
中
間
配
当
に
よ
り
株
式
会
社
の
利
益
処
分
の
権
限
、
　
公
然
の
準
備
金
の
積
立
権
限
（
同
法
五
八
条
三

　
　
項
）
が
制
限
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
し
て
い
る
（
慶
大
商
法
研
究
会
「
西
独
株
式
法
」
八
二
頁
・
八
三
頁
以
下
参
照
）
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ

　
　
い
て
は
、
山
村
・
前
掲
一
三
三
頁
、
龍
田
「
注
釈
会
社
法
」
二
四
二
頁
参
照
。

（
5
）
中
間
配
当
が
初
め
て
実
施
さ
れ
た
昭
和
五
〇
年
度
か
ら
四
年
間
の
九
月
期
中
間
配
当
の
実
施
状
況
を
示
せ
ば
表
ω
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω表

況
状
施
実当

配
間中

の社会
間中二月

9

即興

当
社
三
会
　
り
間
送
，
中
畑

当
社
三
会
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間
脳

中
実
制
社
司
会
配
入
間
導
灯
度

送
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会入
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決
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5
3

中
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中
～

年
／
4
「
年
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4

5
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1
@
5
2
5
2
． ぽ

合
場
た
つ
　
。

あ
た
で
め
能
含
可
に
不
社
が
会
当
用
配
採
間
不
中
度
で
制
算
当
決
配
三
間
変
中

　
注

ま
た
、
中
間
配
当
の
実
施
状
況
を
、
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋
一
部
二
部
市
場
全
上
場
企
業
を
対
象
に
調
査
し
、
か
つ
、
中
間
配
当
を
見
送
っ
た



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
業
に
つ
き
、
そ
の
期
の
期
末
配
当
が
有
配
で
あ
っ
た
企
業
（
B
）
と
、
無
配
で
あ
っ
た
企
業
（
B
）
の
数
を
、
内
書
で
示
せ
ば
、
表
②
の
と

お
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
五
四
年
九
月
期
中
間
配
当
の
実
施
状
況
は
表
㈹
の
と
お
り
で
あ
る
（
商
事
法
務
八
四
九
号
三
六
頁
）
。

　井

備π訓
に
当
配
間中

㈲表

況
状施実

の等鎖
閉
簿
名る係

に
当
配
間中

　
室理
管
場上証東認3

5
4

（

等鎖
閉
簿
名る

係に
当
配
間中

　旦
B
くな
社
わ
会
行
い◎　C【

B

く会
フ
つ行
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説論

　
　
な
お
、
中
間
無
配
・
期
末
有
配
会
社
は
、
化
学
適
繊
維
・
セ
メ
ン
ト
・
鉄
鋼
・
海
運
業
な
ど
、
と
く
に
不
況
感
の
強
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
市
況
関

　
　
連
産
業
に
顕
著
で
あ
り
、
ま
た
、
一
度
、
中
間
無
配
・
期
末
有
配
を
と
る
と
毎
期
連
続
し
て
こ
れ
を
行
う
も
の
が
多
く
、
表
②
の
う
ち
で
は
九

　
　
二
社
に
こ
れ
が
み
ら
れ
る
。

（
6
）
竹
中
「
改
正
商
法
の
運
用
実
態
と
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
二
九
号
三
〇
頁
・
三
一
頁
、
細
田
「
中
間
配
当
制
度
の
問
題
点
」
産
業
経
理
三
九

　
　
巻
】
号
一
九
頁
以
下
、
山
内
「
投
資
家
か
ら
見
た
中
間
配
当
の
安
易
な
見
送
り
」
伺
二
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

二
　
中
間
配
当
の
法
的
性
質

　
中
間
配
当
と
は
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
期
中
に
お
け
る
「
金
銭
の
分
配
」
を
い
う
（
商
二
九
三
条
ノ
糟
糠
一
項
）
が
、
　
そ
の
法
的
性

質
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
れ
て
い
る
。
．
商
法
は
、
中
間
配
当
を
「
金
銭
の
分
配
」
と
し
て
本
来
の
利
益
配
当
と
区
別
し
て
い
る
か
ら
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
、

形
式
的
に
は
、
中
間
配
当
は
利
益
配
当
と
異
な
る
独
立
し
た
性
格
の
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
中
間
配
当
は
、
実
質
的
に
は
利
益

を
財
源
と
す
る
期
中
に
お
け
る
利
益
の
配
当
で
あ
る
と
解
す
る
説
が
多
く
、
こ
れ
に
は
、
中
間
配
当
は
、
利
益
を
財
源
と
す
る
配
当
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
（
3
｝

払
的
性
質
の
も
の
と
み
る
説
と
、
当
期
の
利
益
配
当
の
仮
払
の
性
質
を
有
す
る
と
み
る
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
前
説
は
後
払
方
式
と
い

わ
れ
、
そ
の
財
源
を
直
前
営
業
年
度
末
に
お
け
惹
配
当
可
能
利
益
か
ら
当
該
営
業
年
度
初
頭
の
定
時
総
会
に
お
い
て
な
し
た
利
益
処
分
額

を
控
除
し
た
残
額
に
求
め
る
の
に
対
し
、
後
説
は
前
払
方
式
と
い
わ
れ
、
そ
の
財
源
を
、
前
記
の
残
額
に
当
該
営
業
年
度
の
初
日
か
ら
中

間
配
当
基
準
日
ま
で
に
生
じ
た
経
過
損
益
を
加
減
し
た
額
、
す
な
わ
ち
、
中
間
配
当
を
実
施
す
る
時
点
に
お
い
て
決
算
を
な
す
な
ら
ば
計

上
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
配
当
可
能
利
益
の
推
算
額
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
、
商
法
二
九
三
条
ノ
五
第
三
項
は
限
度
額
を
規
定

し
た
も
の
と
み
、
中
間
配
当
は
最
終
的
に
は
当
期
末
の
未
処
分
利
益
の
減
殺
項
ハ
目
で
あ
り
、
そ
の
財
源
と
し
て
は
当
期
利
益
で
あ
る
と
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

期
繰
越
利
益
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
、
現
行
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
付
表
A
一
一
五
条
は
、
　
「
取
締
役
は
、
随
時
株
主
に
対
し
て
会
社
の
利
益
に
基
づ
い
て
適
正

鋤掬d
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荊健π函
に
当
配
間中

と
認
め
る
配
当
を
支
払
う
こ
と
を
得
し
、
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
模
範
事
業
会
社
法
四
〇
条
は
、
　
「
取
締
役
は
、
随
時
、
配

当
を
制
限
し
、
会
社
は
社
外
株
主
に
対
し
、
金
銭
、
財
物
、
自
己
株
式
を
も
っ
て
配
当
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
支
払
不
能
の

と
き
、
も
し
く
は
、
配
当
の
結
果
支
払
不
能
を
ひ
き
お
こ
す
と
き
は
、
亡
の
限
り
で
な
い
。
配
当
の
宣
言
お
よ
び
支
払
は
、
つ
ぎ
の
各
号

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
う
。
㈲
本
条
に
定
め
る
場
合
を
除
く
の
ほ
か
、
配
当
は
利
益
剰
余
金
の
う
ち
、
　
（
目
的
を
定
め
て
）
留
保
し
た
も

の
お
よ
び
制
限
を
付
し
た
も
の
を
控
除
し
た
額
か
ら
の
み
、
金
銭
ま
た
は
財
物
を
も
っ
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
以
下
略
）
」
、
と
定
め

る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
州
法
で
も
、
利
益
の
配
当
に
つ
き
そ
の
時
期
を
制
限
し
た
規
定
は
な
く
、
中
間
配
当
が
実
際
に
行
わ
れ

て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
前
払
方
式
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
計
算
書
類
の
確
定
権
限
が
取
締
役
会
に
あ
る
英
米

法
で
ば
、
前
払
方
式
が
基
本
型
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
で
は
、
利
益
の
計
算
に
関
し
前
期
の
赤
字
を
当
期
に
必
ず
し
も
填
補
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
も
い
な
い
。
ま
た
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
六
五
年
改
正
株
式
法
に
お
い
て
、
社
債
の
利
息
が
年
二
回
支
払
わ
れ
る

こ
と
と
の
均
衝
を
図
っ
て
株
式
を
大
衆
に
魅
力
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
は
じ
め
て
貸
借
対
照
表
上
の
利
益
の
内
払
を
認
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
同
法
五
九
条
は
、
　
「
ω
　
定
款
の
定
め
に
よ
り
、
取
締
役
は
営
業
年
度
経
過
後
に
、
貸
借
対
照
表
上
の
利
益
見
込
額
の
一
部

を
株
主
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
②
　
取
締
役
は
、
経
過
し
た
営
業
年
度
の
仮
決
算
に
よ
り
年
度
剰
余
金
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
限

り
、
内
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
払
額
は
年
度
剰
余
金
か
ら
法
律
ま
た
は
定
款
の
定
め
に
よ
り
、
公
示
積
立
金
に
繰
入
れ
る
べ
き
額

を
控
除
し
た
残
額
の
半
額
を
最
高
限
度
額
と
す
る
。
さ
ら
に
、
内
払
額
は
前
年
度
の
貸
借
対
照
表
上
の
利
益
の
半
額
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。
③
　
こ
の
内
払
を
行
う
に
は
監
査
役
の
同
意
を
要
す
る
」
、
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
西
ド
イ
ツ
株
式
法
上
の
中
間
配
当

は
、
営
業
年
度
経
過
後
に
そ
の
内
払
が
な
さ
れ
る
点
で
英
米
法
と
は
異
な
る
が
、
過
年
度
の
貸
借
対
照
表
上
の
利
益
見
込
額
の
一
部
支
払

で
あ
り
、
し
か
も
株
主
総
会
の
開
催
は
決
算
期
後
八
ケ
月
以
内
で
あ
る
こ
と
（
同
法
一
七
五
条
一
項
）
か
ら
、
決
算
期
後
株
主
総
会
ま
で
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
な
さ
れ
る
中
間
配
当
は
、
過
年
度
の
利
益
に
つ
い
て
の
前
払
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
比
較
法
的
に
は
前
払
方
式
に
よ
る
も
の
が
多
い
。

卸向弓
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説
論

ま
た
、
わ
が
国
で
も
か
つ
て
、
　
「
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
設
立
に
関
す
る
件
」
　
（
明
三
九
勅
一
四
二
、
明
四
五
勅
一
三
三
、
大
一
〇
勅
四
三
〇
）

一
一
の
二
は
、
当
該
営
業
年
度
の
利
益
配
当
を
確
実
に
な
し
う
る
見
込
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
営
業
年
度
経
過
前
一
回
を
限
り
一
定
の
時

期
に
お
い
て
、
政
府
以
外
の
株
主
に
対
し
、
前
営
業
年
度
繰
越
金
の
範
囲
内
で
し
か
も
払
込
金
額
の
一
〇
〇
分
の
三
以
内
と
い
う
制
限
を

つ
け
て
、
そ
の
払
込
金
額
に
見
込
配
当
率
の
半
を
乗
じ
た
金
額
を
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
、
分
配
し
た
金
額
は
期
末
決
算
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
政
府
以
外
の
株
主
に
配
当
す
る
金
額
よ
り
こ
れ
を
控
除
す
る
こ
と
、
と
定
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
当
期
利
益
の
見
込
額
の
一
部
前
払
を

認
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
払
方
式
に
よ
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
前
払
方
式
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
中
間
配
当
を
当
期
末
の
未
処
分
利
益

の
減
殺
項
目
と
み
る
も
の
で
、
そ
の
財
源
に
当
期
利
益
を
も
含
ま
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
中
間
配
当
と
し
て
の
妙
味
を
有
す
る
も
の
と
い

え
る
が
、
そ
の
反
面
、
後
払
方
式
に
比
し
て
危
険
を
伴
い
易
く
、
し
か
も
商
法
上
は
、
そ
の
営
業
年
度
の
利
益
を
仮
決
算
そ
の
他
の
方
法

に
よ
っ
て
見
積
り
、
そ
れ
を
配
当
す
る
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
中
間
配
当
は
、
い
わ
ば
見
込
み
配
当
と

し
て
取
締
役
会
の
決
議
の
み
で
確
定
的
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
商
法
は
、
会
社
財
産
の
健
全
性
、
会
社
債
権
者
保
護
の
要
請

上
、
前
期
繰
越
利
益
の
額
を
限
度
額
と
し
、
か
つ
、
そ
れ
が
同
時
に
中
間
配
当
を
な
す
期
の
配
当
可
能
利
益
と
し
て
存
続
し
て
い
る
た
め

に
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
中
間
配
当
は
、
実
質
的
に
は
利
益
を
財
源
と
す
る
配
当
の
後
払
い
の
性
格
を

有
す
る
も
の
と
解
す
る
立
場
が
正
当
と
い
え
よ
う
。

　
　
（
1
）
鈴
木
・
新
版
会
社
法
（
三
訂
一
乗
）
一
九
四
頁
、
酒
巻
・
改
正
商
法
の
理
論
と
実
務
一
五
七
頁
。

　
　
（
2
）
大
隅
・
新
訂
会
社
法
概
説
一
七
二
頁
、
田
中
（
誠
）
・
全
訂
会
社
法
詳
論
下
巻
八
八
七
頁
、
矢
沢
・
商
法
改
正
の
諸
問
題
一
二
頁
な
ど
通
説
。

　
　
（
3
）
米
津
「
中
間
配
当
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
七
巻
五
号
三
一
頁
、
菅
原
「
服
部
1
1
星
川
編
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
商
法
丑
」
三
一
六
頁
、
居
林
・

　
　
　
　
　
改
正
商
法
詳
解
一
九
八
頁
。

　
　
（
4
）
会
計
学
で
は
、
後
払
説
と
前
払
説
と
の
争
点
は
、
損
益
計
算
書
の
末
尾
に
記
載
さ
れ
る
当
期
未
処
分
利
益
の
計
算
（
計
算
書
四
四
条
、
財
務
規

　
　
　
　
　
九
五
条
ノ
六
）
、
す
な
わ
ち

蹴ゆq
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×、
淵

溢三三
当

×××

利
回繰
期前
益

　
×
　
×
　
×
積
額
当
崩
配
取
回
金
中
立

×
×

×額
当
配間
中

　
　
　
×

　
　
　
×

　
　
　
×

に
準
額

当
益
立

配
利
積

間
う
金

中
判
示

×××

分筆早
期
益
当
利

　
　
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
あ
る
。
後
払
説
で
は
、
こ
の
計
算
区
分
は
前
記
繰
越
利
益
勘
定
の
内
書
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
払
説
で
は
、
そ
れ

　
　
ぞ
れ
独
立
し
た
項
目
と
し
て
取
扱
う
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。

（
5
）
山
村
・
前
掲
＝
二
九
頁
、
大
住
「
中
間
配
当
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
産
業
経
理
二
九
巻
二
号
八
四
頁
、
本
間
「
中
間
配
当
」
税
経
セ
ミ
ナ
ー
一
八

　
　
巻
一
四
号
＝
四
頁
、
　
「
一
年
決
算
と
中
間
配
当
」
商
事
法
務
四
七
五
号
一
二
頁
な
ど
参
照
。

（
6
）
山
村
・
前
掲
＝
二
九
頁
、
慶
大
商
法
研
究
会
・
前
掲
八
三
一
八
五
頁
な
ど
参
照
。

（
7
）
勅
令
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
商
事
法
務
四
六
二
号
二
三
頁
、
田
辺
「
累
積
投
票
・
中
間
配
当
・
商
業
帳
簿
の
改
正
要
綱
案
解
説
」
商
事
法
務
六

　
　
二
七
号
＝
頁
参
照
。

三
　
中
間
配
当
の
財
源

荊縫π訊
に
当
言
間中

　
中
間
配
当
は
、
正
規
の
決
算
を
行
わ
な
い
で
、
取
締
役
会
の
決
議
の
み
に
よ
っ
て
株
主
に
対
し
期
中
に
金
銭
の
分
配
を
な
す
こ
と
を
認

め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無
制
限
に
こ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
、
会
社
の
資
本
充
実
・
維
持
の
原
則
に
反
し
、
会
社
財
産
を
危
殆
に
お
ち
い

ら
し
め
る
お
そ
れ
が
多
い
。
そ
こ
で
商
法
は
、
中
間
配
当
の
財
源
に
つ
い
て
そ
の
限
度
額
を
定
め
、
そ
の
範
囲
内
で
の
み
こ
れ
を
な
し
う

る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
そ
の
限
度
額
は
、
直
前
の
定
時
総
会
で
確
定
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
上
の
純
資
産
額
（
資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額

を
控
除
し
た
額
）
か
ら
つ
ぎ
の
金
額
を
控
除
し
た
額
で
あ
る
。
控
除
を
要
す
る
の
は
、
④
最
終
の
決
算
期
に
お
け
る
資
本
お
よ
び
法
定
準

備
金
の
合
計
額
、
＠
最
終
の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
に
お
い
て
積
立
て
た
利
益
準
備
金
と
中
間
配
当
の
時
に
新
た
に
積
立
て
る
こ
と

4
3知堺如一ω

4
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三
論

を
要
す
る
利
益
準
備
金
（
商
二
八
八
条
）
と
の
合
計
額
、
　
⑤
最
終
の
決
算
期
に
お
い
て
繰
延
勘
定
と
し
て
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計

上
し
た
開
業
準
備
費
（
商
二
八
六
条
ノ
ニ
）
、
試
験
研
究
費
・
開
発
費
（
商
二
八
六
条
ノ
三
）
の
合
計
額
が
④
・
◎
に
掲
げ
る
準
備
金
の
合
計

額
を
超
え
る
と
き
は
そ
の
超
過
額
、
㊥
最
終
の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
で
決
定
し
た
利
益
処
分
に
よ
り
支
出
し
た
株
主
配
当
や
役
員

賞
与
な
ど
の
額
、
で
あ
る
（
商
二
九
三
条
ノ
五
第
三
項
）
。
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
間
配
当
の
限
度
額
は
、
直
前
の
決
算
期
に
お
け
る
配
当
可

能
利
益
（
商
二
九
〇
条
一
側
）
か
ら
、
株
主
配
当
・
役
員
賞
与
な
ど
の
処
分
額
と
中
間
配
当
を
な
す
に
あ
た
り
利
益
準
備
金
と
し
て
積
立
て

る
べ
き
金
額
（
中
間
配
当
の
一
〇
分
の
一
）
と
を
控
除
し
た
残
額
と
な
る
。
前
記
の
金
額
は
、
配
当
可
能
利
益
を
配
当
し
な
い
で
会
社
に

留
保
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
財
源
と
す
る
か
ぎ
り
、
中
間
配
当
を
認
め
て
も
会
社
の
資
本
の
充
実
を
害
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
商
法
は
、
さ
ら
に
、
前
記
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
、
営
業
年
度
の
終
り
に
お
い
て
会
社
の
筆
記
産
額
が
商
法
二

九
〇
条
一
項
各
号
i
も
っ
と
も
、
同
項
三
号
の
「
そ
の
期
に
積
立
つ
る
こ
と
を
要
す
る
利
益
準
備
金
の
額
」
は
計
算
に
加
え
る
必
要
は

な
い
一
の
金
額
の
合
計
額
を
下
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
も
要
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
　
（
同
条
四
項
、
な
お
、
西
ド
イ
ツ
株
式
法
五
九
条
対

照
）
。
当
該
営
業
年
度
の
業
績
が
悪
化
し
、
年
度
末
決
算
に
欠
損
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
備
え
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
上

も
、
　
中
間
配
当
実
施
予
定
の
営
業
年
度
の
前
決
算
に
お
い
て
、
　
中
間
配
当
額
と
所
要
の
利
益
準
備
金
積
立
額
を
ま
か
な
う
に
足
る
繰
越

金
、
あ
る
い
は
中
間
配
当
積
立
金
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て
お
く
と
い
う
堅
実
な
方
法
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
間
配
当
の
財
源
に
関
す
る
問
題
と
し
て
は
、
前
記
の
中
間
配
当
の
限
度
額
と
い
う
問
題
と
、
会
社
が
実
際
に
積
立
て
て

い
る
前
記
の
次
期
繰
越
利
益
、
中
間
配
当
積
立
金
、
そ
の
他
の
目
的
積
立
金
の
う
ち
、
実
際
上
中
間
配
当
の
た
め
に
取
崩
し
う
る
も
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
れ
か
と
い
う
問
題
と
を
区
別
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
わ
が
国
の
会
社
で
は
、
従
来
、
貸
借
対
照
表
上
、
任
意
準
備
金
と

い
う
形
で
種
々
の
も
の
を
積
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
の
社
内
留
保
を
図
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
留
保
利
益
の
大

部
分
は
任
意
積
立
金
の
形
で
繰
越
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
未
処
分
利
益
（
次
期
繰
越
利
益
）
と
さ
れ
る
の
は
極
め
て
少
額
で
あ
る
の
が
通

謝周d
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例
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
任
意
積
立
金
は
会
社
が
そ
の
必
要
に
応
じ
て
積
立
て
た
も
の
で
前
期
未
処
分
利
益
の
う
ち
に
含
ま
れ
る

　
　
以
上
、
そ
の
す
べ
て
が
中
間
配
当
可
能
金
額
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
前
記
の
中
間
配
当
の
限
度
額
と
い
う
問
題
に
関

　
　
し
て
は
異
論
は
な
い
に
し
て
も
、
中
間
配
当
の
実
施
に
あ
た
り
、
そ
の
積
立
金
を
す
べ
て
取
崩
し
て
ま
で
中
間
配
当
を
な
す
べ
き
で
あ
る

　
　
か
の
当
否
は
も
と
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
ら
先
に
取
崩
し
て
中
間
配
当
に
充
当
す
べ
き
か
は
別
途
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
次
期
繰
越
利
益
積
立
額
、
中
間
配
当
積
立
金
は
、
中
間
配
当
の
実
施
に
当
っ
て
取
崩
す
こ
と
が
で
き
る

　
　
か
ら
、
証
券
取
引
法
の
適
用
を
受
け
る
上
場
会
社
で
は
い
わ
ゆ
る
半
期
報
告
書
の
作
成
（
証
取
二
四
条
ノ
五
）
に
合
わ
せ
て
半
期
に
仮
決
算

　
　
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
仮
決
算
を
前
提
と
す
る
中
間
配
当
で
直
ち
に
こ
れ
を
取
崩
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
段
問
題
も
な
く
、
そ
こ

　
　
で
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
ら
先
に
取
崩
す
の
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
技
術
的
・
形
式
的
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
目
的

　
　
積
立
金
は
、
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
取
崩
し
た
後
で
な
け
れ
ば
他
に
流
用
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
中
間
配
当
の
財
源
と
し

　
　
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
目
的
の
定
め
の
な
い
会
計
上
の
い
わ
ば
慣
行
と
し
て
の
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
思
で
設
定
さ
れ
た
か
と
い
う
解
釈
の
問
題
と
な
る
た
め
、
見
解
が
分
れ
る
。
目
的
が
特
定
し
て
い
な
い
以
上
、
取
締
役
会
の
決
議
で
取
崩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
し
う
る
繰
越
金
の
一
種
と
み
る
見
解
と
、
株
主
総
会
の
決
議
な
く
し
て
取
崩
し
え
な
い
と
の
制
限
の
下
に
積
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
取
締

荊
　
役
会
の
決
議
で
は
取
崩
し
え
な
い
性
質
の
も
の
と
み
る
見
簾
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
実
際
上
は
、
別
途
積
立
金
の
取
崩
し
を
避
け

健
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
）

　
　
ゐ
賢
明
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
商
法
上
は
、
繰
越
利
益
額
と
中
間
配
当
積
立
金
の
合
計
額
の
範
囲
に
か
ぎ
ち

π
函
　
ず
、
前
記
の
中
間
配
当
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
中
間
配
当
を
行
っ
て
差
支
、
兄
な
く
、
そ
の
場
合
、
中
間
配
当
の
結
果
中
間
配
当

聖
　
積
立
金
以
外
の
任
意
積
立
金
を
取
崩
さ
な
け
れ
ば
損
失
が
生
ず
る
か
ど
う
か
は
営
業
年
度
末
に
な
ら
な
け
れ
ば
判
明
し
な
い
し
、
営
業
年

三
度
末
に
お
い
て
中
間
配
当
額
を
超
え
る
額
の
当
期
利
益
が
あ
れ
ば
・
右
の
任
意
積
立
金
書
崩
す
必
要
も
な
い
か
ら
、
他
の
聴
音
半
睡
金

中
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
取
崩
の
問
題
は
中
間
配
当
の
時
点
で
は
生
じ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
．
も
ち
ろ
ん
、
留
保
利
益
が
存
在
せ
ず
、
後
日
生
ず
る
で
あ
ろ
う
利
益

錨ゆ
。
1
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三論

を
中
間
配
当
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
は
商
法
違
反
と
な
る
と
解
す
る
が
、
わ
が
国
の
会
社
で
は
、
留
保
利
益
が
別
の
形
で
存
在
す
る
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
存
す
る
か
ぎ
り
、
前
期
末
の
配
当
可
能
利
益
の
範
囲
内
で
配
当
し
、
期
末
に
中
間
配
当
金
と
中
間
配
当

実
施
時
に
新
た
に
積
立
て
る
利
益
準
備
金
と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
も
、
な
お
中
間
配
当
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
か
つ
期
末
に
欠
損
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

じ
な
い
か
ぎ
り
、
た
と
え
未
処
理
損
失
が
残
っ
た
と
し
て
も
理
論
上
は
な
ん
ら
差
支
え
な
く
、
そ
の
計
上
さ
れ
た
未
処
理
損
失
は
期
末
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

定
時
総
会
の
決
議
で
前
記
積
立
金
の
目
的
外
の
取
崩
し
で
埋
め
る
こ
と
が
で
き
、
実
害
が
生
ず
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え

方
を
一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
中
間
配
当
の
実
施
も
容
易
と
な
り
、
そ
の
安
易
な
見
送
も
で
き
に
く
く
な
る
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
実

際
上
、
中
間
配
当
は
、
前
記
の
任
意
積
立
金
に
は
手
を
ふ
れ
ず
に
な
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
取
崩
し
て
ま
で
行

う
の
は
会
計
上
好
ま
し
い
も
の
と
は
い
え
ず
、
で
き
れ
ば
前
記
の
よ
う
な
未
処
理
損
失
が
残
る
の
を
避
け
、
前
年
度
の
最
終
決
算
期
の
定

時
総
会
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
前
記
の
諸
積
立
金
を
取
崩
し
て
中
間
配
当
所
要
額
を
坐
す
に
足
る
中
間
配
当
積
立
金
を
確
保
し
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

充
当
し
て
実
施
す
る
よ
う
な
処
理
が
望
ま
し
い
。

　
　
（
－
）
浅
地
ほ
か
「
中
間
配
当
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
号
二
一
二
頁
（
矢
沢
・
加
藤
発
言
）
参
照
。

　
　
（
2
）
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
錨
地
氏
は
、
　
「
ア
メ
リ
カ
の
企
業
は
留
保
利
益
を
任
意
積
立
金
の
形
態
で
繰
り
越
す
こ
と
な
く
、
そ
の
す
べ
て
の
額
を

　
　
　
　
　
国
Φ
欝
言
。
山
＄
ヨ
冒
ひ
q
9
幻
。
黒
く
Φ
ω
審
α
＄
讐
冒
ぴ
q
ω
等
の
名
称
に
よ
る
単
一
の
項
目
で
計
上
す
る
慣
行
で
あ
り
、
こ
れ
は
わ
が
国
の
未
処
分
利

　
　
　
　
　
益
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
質
は
累
積
さ
れ
た
利
益
剰
余
金
の
総
額
（
わ
が
国
の
任
意
積
立
金
に
相
当
す
る
も
の
を
も
包
含
し
た
）
を

　
　
　
　
　
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
配
当
額
（
中
間
配
当
額
を
含
む
）
は
、
剰
余
金
計
算
書
に
お
い
て
こ
の
前
期
か
ら
の
繰
越
額
、
す
な
わ
ち
そ
の
期
首
残

　
　
　
　
　
高
に
当
期
利
益
計
上
額
を
合
算
し
た
も
の
か
ら
減
額
さ
れ
る
方
式
が
採
ら
れ
る
の
で
、
わ
が
国
で
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
中
間
配
当
額
に
も
満
た

　
　
　
　
　
な
い
額
の
未
処
分
利
益
を
直
接
の
原
資
と
し
て
中
間
配
当
を
実
施
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
た
め
に
任
意
準
備
金
を
取
り
崩
す
こ
と
な
ど

　
　
　
　
　
は
起
り
え
な
い
、
…
…
（
本
文
所
掲
の
）
よ
う
な
疑
問
は
、
ま
さ
し
く
わ
が
国
独
自
の
事
情
か
ら
生
れ
た
も
の
と
い
え
る
」
、
と
さ
れ
る
（
同

　
　
　
　
　
「
中
間
配
当
に
関
す
る
会
計
処
理
と
表
示
に
つ
い
て
」
〈
昭
五
〇
・
六
V
・
監
査
役
六
法
二
二
五
二
頁
参
照
）
。

　
　
（
3
）
大
阪
三
三
大
正
四
・
五
・
一
七
法
律
新
聞
一
〇
二
四
号
ニ
ゴ
頁
参
照
。

4
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（
4
）
田
中
（
誠
）
．
前
掲
八
四
九
頁
、
吉
永
・
注
釈
会
社
法
㈲
、
　
四
六
四
頁
、
　
大
住
「
中
間
配
当
の
限
度
と
責
任
」
産
業
経
理
三
八
巻
七
号
四
七

　
　
頁
、
な
お
、
大
阪
高
判
大
正
四
・
五
・
一
七
（
前
掲
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

（
5
）
中
村
「
中
間
配
当
」
吉
永
“
飯
野
監
修
「
会
社
の
計
算
」
下
巻
三
六
〇
頁
、
名
古
屋
地
判
昭
和
三
・
七
・
一
〇
法
律
新
聞
二
八
六
五
号
一
〇
頁

　
　
参
照
。

（
6
）
実
際
に
は
、
中
間
配
当
を
実
施
す
る
と
き
は
、
最
終
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
に
お
い
て
予
め
任
意
積
立
金
－
別
途
積
立
金
を
含
む
一
を
取

　
　
崩
し
て
未
処
分
利
益
に
繰
入
れ
て
利
益
処
分
を
な
し
、
後
期
繰
越
金
の
範
囲
で
中
間
配
当
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
当
し
て
い
る
よ
う

　
　
で
あ
る
。

（
7
）
長
谷
部
「
中
間
配
当
の
可
否
」
別
冊
商
事
法
務
三
八
号
八
○
頁
、
味
村
・
改
正
商
法
及
び
監
査
特
例
法
等
の
解
説
一
七
七
頁
一
一
七
九
頁
、
細

　
　
田
・
前
掲
二
四
頁
参
照
。

（
8
）
浅
地
ほ
か
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
五
号
二
一
二
頁
（
矢
沢
発
言
）
、
忠
・
企
業
会
計
法
の
論
理
三
九
五
頁
参
照
。

（
9
）
竹
中
「
中
間
配
当
」
企
業
会
計
二
七
巻
一
五
号
三
〇
頁
。

（
1
0
）
浅
地
「
中
間
配
当
に
関
す
る
会
計
処
理
上
の
表
示
に
つ
い
て
」
匂
い
O
勺
》
ニ
ュ
ー
ス
一
＝
三
号
二
七
頁
参
照
。

荊健π函
に
当
配
間中

四
　
中
間
配
当
の
実
施

　
ω
　
同
年
決
算
会
社
が
中
間
配
当
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
ま
ず
、
こ
れ
を
受
け
る
株
主
を
確
定
す
る
た
め
の
一
定
の
日
を

定
款
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
二
九
三
条
ノ
五
第
一
項
）
。
　
こ
の
一
定
の
聾
す
な
わ
ち
具
体
的
な
特
定
の
日
は
、
予
め
定
款
に
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
お
く
こ
と
を
要
し
、
取
締
役
会
に
そ
の
決
定
を
一
任
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
。
中
間
配
当
日
が
予
め
定
款
で
一
定
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
な
い
と
き
に
は
、
株
価
形
成
を
著
し
く
困
難
な
ら
し
め
株
式
の
取
引
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
定
の
日

の
定
め
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
別
段
の
制
限
は
な
い
が
、
実
際
に
は
、
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
停
止
期
間
の
定
め
方
（
一
ケ
月
な
い
し
一
ケ

月
半
程
度
の
期
間
）
と
の
組
合
せ
、
上
場
会
社
に
あ
っ
て
は
証
券
取
引
法
に
定
め
る
半
期
報
告
書
の
制
度
や
こ
れ
に
伴
う
中
間
仮
決
算
、
転

4
7
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説
論

罪
社
債
発
行
会
社
に
あ
っ
て
は
社
債
の
利
払
期
日
が
半
年
毎
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
三
月
末
決
算
会
社
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

て
は
九
月
末
日
と
い
う
よ
う
に
決
算
期
か
ら
六
ケ
月
後
の
応
答
日
を
一
定
の
日
と
定
め
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
中
間

配
当
を
行
う
場
合
の
取
締
役
会
の
決
議
は
、
定
款
所
定
の
一
定
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
二
九
三
条
ノ
五
第

二
項
）
。

　
こ
の
一
定
の
日
か
ら
三
月
以
内
と
は
、
最
終
の
期
限
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
期
限
内
に
取
締
役
会
の
決
議
が
な
さ
れ
な
い

と
き
は
中
間
配
当
を
し
な
い
こ
と
に
確
定
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
月
を
超
え
て
な
さ
れ
た
決
議
は
、
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
が
一
定
の
日
現
在
の
株
主
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
無
効
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
取
締
役
会
の
決
議
に
よ

っ
て
中
間
配
当
の
支
払
が
決
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
時
に
具
体
的
債
権
で
あ
る
中
間
配
当
金
支
払
請
求
権
が
発
生
し
、
定
款
所
定
の
一
定
の

日
現
在
の
株
主
の
み
が
そ
の
支
払
請
求
権
を
取
得
す
る
に
い
た
る
か
ら
、
会
社
は
こ
の
取
締
役
会
の
決
議
後
遅
滞
な
く
右
の
株
主
に
対
し

て
中
間
配
当
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
中
間
配
当
金
の
支
払
事
務
手
続
か
ら
い
え
ば
、
会

社
は
前
記
の
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
、
そ
の
内
容
を
上
場
会
社
の
場
合
に
は
上
場
証
券
取
引
所
に
通
知
し
、
ま
た
株
主
に
は
通
知

に
替
え
て
そ
の
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
各
株
主
に
対
す
る
支
払
金
額
の
計
算
・
中
間
配
当
金
領
収
証
の
作
成
・
銀
行
に
対
す
る
支
払
委
託

の
契
約
、
支
払
の
効
力
発
生
日
な
ら
び
に
中
間
配
当
金
支
払
開
始
日
の
決
定
な
ど
の
支
払
事
務
を
開
始
す
る
た
め
に
、
支
払
事
務
日
程
を

計
画
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
　
こ
れ
に
従
う
か
ぎ
り
、
　
取
締
役
会
の
決
議
と
支
払
の
効
力
発
生
日
と
の
間
に
は
相
当
の
期
日
（
四
五
日
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

度
）
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
取
締
役
会
の
決
議
に
条
件
な
い
し
期
限
を
付
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
が
、
こ
れ
が
許
容
さ
れ
る

か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。

　
条
件
付
決
議
は
、
一
般
に
そ
の
条
件
が
合
理
的
で
あ
り
確
定
的
で
あ
れ
ば
許
容
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
右
の
一
定
の
日
よ
り

三
月
以
内
に
支
払
の
効
力
発
生
日
な
ら
び
に
中
間
配
当
金
支
払
開
始
日
が
く
る
よ
う
な
決
議
を
取
締
役
会
が
行
う
こ
と
は
、
か
り
に
こ
れ

蹴吻d
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荊健π函
に
当
配
間中

を
条
件
付
と
み
て
も
解
釈
上
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
中
間
配
当
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
具
体
的
な
支
払
請
求
権
と
し
て
す
で
に

発
生
し
て
お
り
、
し
か
も
取
締
役
会
の
決
議
の
撤
回
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
以
上
、
問
題
は
支
払
手
続
の
事
務
日
程
上
支
払
期
限
を
延
長

す
る
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
条
件
付
決
議
と
み
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
期
限
付
決
議
と
み
て
有
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思

量
　
そ
し
て
、
期
末
に
欠
損
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
時
期
（
商
二
九
三
条
ノ
五
第
四
項
参
照
）
は
、
取
締
役
会
の

決
議
当
時
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
決
議
の
効
力
発
生
時
期
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
－

　
②
　
わ
が
国
の
会
社
で
は
、
営
業
年
度
の
中
途
で
新
株
が
発
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
新
株
に
対
す
る
利
益
配
当
に
つ
い
て
は
、
そ

の
発
行
日
か
ら
決
算
期
ま
で
の
日
数
に
よ
っ
て
配
当
金
額
を
日
割
計
算
す
る
の
が
実
務
の
慣
行
で
あ
る
が
、
こ
の
慣
行
は
中
間
配
当
に
つ

い
て
も
行
う
べ
き
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
決
算
期
の
翌
日
か
ら
一
定
の
日
ま
で
の
間
に
発
行
さ
れ
た
新
株
に
つ
い
て
は
、
新
株
発
行
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
か
ら
一
定
の
日
ま
で
の
日
数
を
基
礎
と
し
て
中
間
配
当
を
日
割
計
算
を
し
て
支
払
う
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
、
日
割
計
算
の
当

否
な
い
し
中
間
配
当
の
法
的
性
質
の
理
解
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
種
々
の
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
中
間
配
当
は
前
営
業
年
度
の

未
処
分
利
益
中
か
ら
分
配
さ
れ
る
も
の
で
、
当
期
に
お
け
る
収
益
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
、
決
算
期
以
後
に
発
行
さ
れ
た
新
株
の
投
下
資

本
は
前
営
業
年
度
の
利
益
に
は
な
ん
ら
の
寄
与
も
し
て
い
な
い
こ
と
、
法
が
営
業
年
度
の
中
途
の
一
定
の
日
の
株
主
に
対
し
て
中
間
配
当

を
な
し
う
る
と
す
る
の
は
、
そ
の
株
主
の
う
ち
か
ら
当
期
の
一
定
の
日
以
後
の
発
行
に
か
か
る
新
株
の
株
主
を
排
除
す
る
趣
旨
と
は
い
い

が
た
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
株
主
を
も
包
含
す
る
趣
旨
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
投
下
資
本
の
貢
献
度
に
関
係
な
く
行
う
も
の
と
い

え
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
み
れ
ば
、
中
間
配
当
に
つ
い
て
は
日
割
計
算
を
し
な
い
で
同
額
配
当
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
中
間
配
当
は
実
質
的
に
は
種
々
の
点
で
利
益
配
当
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
（
商
二
九
三
条
ノ
五
第
六
項
）
の
で
、
従
来
の
半

期
決
算
に
お
け
る
利
益
配
当
と
中
間
配
当
と
を
比
較
考
慮
し
、
従
来
の
実
務
慣
行
の
継
続
と
し
て
中
間
配
当
に
つ
い
て
も
日
割
計
算
に
よ

る
処
理
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
中
間
配
当
を
上
半
期
の
利
益
配
当
と
同
視
し
、
上
半
期
に
発
行
さ
れ
た
新
株
に
つ
い
て
半

欝鋤q
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年
を
単
位
と
し
て
日
割
計
算
に
よ
り
中
間
配
当
金
を
支
払
う
べ
き
も
の
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
ま
た
、
転
換
社
債
を
発
行
し
て
い
る
会
社
で
、
転
換
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
最
初
の
株
式
に
対
す
る
中
間
配
当
の
支
払
の
場
合
に
も
、

定
款
に
別
段
の
定
め
の
な
い
と
き
は
、
転
換
日
の
前
は
転
換
社
債
の
利
息
を
支
払
い
、
そ
れ
以
後
の
分
に
つ
い
て
は
中
間
配
当
を
日
割
計

算
で
支
払
う
こ
と
と
な
る
（
商
二
二
二
条
ノ
六
参
照
）
。
し
か
し
、
定
款
に
お
い
て
、
当
期
の
前
半
に
転
換
請
求
が
あ
る
と
き
は
前
期
末
に

転
換
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
場
合
に
は
、
中
間
配
当
金
の
全
額
を
支
払
い
、
社
債
利
息
は
支
払
わ
な
い
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、

中
間
配
当
基
準
日
に
転
換
請
求
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
場
合
に
は
、
中
間
配
当
金
は
支
払
わ
ず
、
社
債
利
息
を
支
払
う
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
転
換
株
式
の
中
間
配
当
の
帰
属
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
取
り

扱
う
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。

　
③
　
商
法
は
、
中
間
配
当
の
実
施
に
つ
き
、
そ
の
財
源
が
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
の
年
度
の
業
績
が
悪
化
し
年
度
末
決
算
に
お
い
て
欠

損
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
中
間
配
当
を
認
め
ず
（
商
二
九
三
条
ノ
五
三
四
項
）
、
こ
れ
に
違
反
し
て
中
間
配
当
を
行
っ
た
と
き
は
、
取
締

役
の
会
社
に
対
す
る
賠
償
責
任
が
生
ず
る
旨
を
定
め
て
い
る
（
商
二
九
三
条
ノ
五
七
五
項
、
な
お
、
罰
則
に
つ
き
、
商
四
八
九
条
三
号
参
照
）
。
こ

れ
は
、
取
締
役
が
会
社
の
将
来
を
見
越
し
た
う
え
で
慎
重
に
中
間
配
当
を
行
う
べ
き
こ
と
を
要
請
し
た
資
本
充
実
・
維
持
の
要
請
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
責
任
は
純
然
た
る
無
過
失
責
任
で
は
な
く
一
種
の
過
失
責
任
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締

役
は
中
間
配
当
の
決
定
を
な
す
取
締
役
会
の
決
議
に
お
い
て
、
期
末
配
当
の
可
能
性
の
予
測
に
つ
き
過
失
が
な
け
れ
ば
前
記
の
賠
償
責
任

を
負
わ
な
く
て
も
よ
い
が
、
た
だ
、
そ
の
挙
証
責
任
が
取
締
役
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
取
締
役
が
そ
の
責
任
を
免
れ
る
た
め

に
は
、
み
ず
か
ら
そ
の
予
測
を
な
す
に
つ
き
過
失
の
存
し
な
い
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
社
が
中
間
配
当
の
実
施
に
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

極
め
て
慎
重
な
態
度
を
と
ろ
う
と
す
る
理
由
の
一
半
は
、
あ
る
い
は
こ
の
点
に
関
連
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
会
社
の
業
績
が

順
調
に
上
昇
す
る
傾
向
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
間
配
当
の
実
施
後
、
天
災
地
変
な
ど
で
臨
時
巨
額
の
損
失
が
発
生
し
て
業
績
が
お

鋤鋤
。
1
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荊健π鮎
に
当
配
間中

ち
こ
ん
だ
場
合
、
他
国
の
急
激
な
政
変
に
よ
り
経
済
界
に
変
動
が
生
じ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
取
締
役
は
免
責
さ
れ
る
、
と
一
般
に
解
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
会
社
は
、
い
わ
ゆ
る
月
次
仮
決
算
を
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
利
益
配
当
の
限
度
の
余

裕
そ
の
他
の
見
通
し
の
程
度
、
期
末
ま
で
の
企
業
活
動
の
成
果
の
予
想
は
一
応
把
握
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
と
に
証
券
取
引
法
上
、
同

法
の
適
用
が
あ
る
上
場
会
社
で
は
い
わ
ゆ
る
半
期
報
告
書
の
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
（
証
取
法
二
四
条
ノ
五
）
、
か
つ
、
証
券
業
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

会
の
希
望
と
し
て
中
間
営
業
報
告
書
の
株
主
宛
て
の
送
付
も
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
の
会
社
で
は
実
際
上
中
間
仮
決

算
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

　
中
間
仮
決
算
は
中
間
配
当
と
は
法
律
的
に
直
接
関
係
が
な
く
、
　
ま
た
、
　
商
法
は
こ
の
中
間
仮
決
算
を
要
求
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い

が
、
会
社
が
実
際
上
あ
ら
か
じ
め
こ
の
中
間
仮
決
算
を
行
い
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
中
間
配
当
を
行
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
間
配
当
の
前
提

と
な
り
ま
た
そ
の
実
施
の
判
断
材
料
と
も
な
る
仮
決
算
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
は
取
締
役
の
な
す
業
務
執
行
に
つ
き
監
視
義
務
が
あ
る
以

上
（
商
二
七
四
条
一
項
）
、
中
間
配
当
決
議
に
先
立
っ
て
、
担
当
代
表
取
締
役
に
対
し
て
意
見
を
表
明
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
決
議
す
る
取
締
役

会
に
お
い
て
意
見
を
開
陳
し
（
商
二
六
〇
条
ノ
三
参
照
）
、
違
法
も
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
中
間
配
当
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
阻
止
す
る
な

ど
、
計
算
書
類
の
監
査
に
準
ず
る
監
査
を
な
す
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
有
価
証
券
届
出
書
ま
た
は
半
期
報
告
書
が
あ
れ
ば
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

を
監
査
し
、
監
査
報
告
書
（
商
二
八
一
条
ノ
三
）
に
準
じ
た
処
理
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
証
券
取
引
法
の
適
用
会
社
で
は
、
有
価

証
券
届
出
書
ま
た
は
半
期
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
中
間
財
務
諸
表
（
中
間
貸
借
対
照
表
お
よ
び
中
間
損
益
計
算
書
）
に
つ
い
て
は
会
計
監

査
人
の
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
証
取
法
一
九
三
条
ノ
ニ
、
「
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令
」
〈
昭
五
二
・
八
．
三
〇
大

蔵
省
令
三
九
号
〉
）
の
で
、
そ
の
監
査
を
受
け
て
お
け
ば
、
前
記
の
取
締
役
の
賠
償
責
任
の
免
責
の
度
合
は
い
っ
そ
う
強
く
な
る
と
い
え
よ

う
。
も
っ
と
も
、
商
法
上
は
、
取
締
役
は
期
末
に
欠
損
が
生
ず
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
れ
ば
足
り
、
中
間
仮
決
算
利
益
の
存
否
に
よ
り
そ

の
責
任
が
過
重
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
半
期
の
利
益
は
存
在
し
な
く
て
も
既
存
の
前
期
繰
越
利
益
を
財
源
と
し
て
中
間
配
当
を
実
施

捌鋤d
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説
論

ず
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
か
り
に
中
間
配
当
を
実
施
し
た
営
業
年
度
末
に
お
い
て
、
貸
借
対
照
表
上
の
純
資
産
額
が
商
法
二
九

〇
条
一
項
各
号
の
合
計
額
と
同
額
と
な
り
無
配
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
差
額
が
発
生
し
な
い
の
で
、
取
締
役
の
責
任
が
生
じ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
ω
　
中
間
配
当
の
会
計
処
理
と
表
示
に
つ
い
て
は
、
　
「
株
式
会
社
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
附
属
明
細
書
に
関
す
る
規
則
」

（
計
算
書
類
規
則
）
上
は
、
期
末
に
貸
借
対
照
表
や
損
益
計
算
書
作
成
の
と
き
に
未
処
分
損
益
勘
定
科
目
が
表
示
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
の

で
あ
っ
て
（
計
算
規
三
五
条
・
四
四
条
）
、
　
期
中
に
お
け
る
会
計
帳
簿
上
で
の
中
間
配
当
の
会
計
処
理
と
表
示
に
つ
い
て
は
別
段
の
定
め
は

存
し
な
い
。
し
か
し
、
正
規
の
簿
記
の
原
則
か
ら
い
え
ば
、
中
間
配
当
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
も
、
　
会
計
帳
簿
と
計
算
書
類
（
損
益
計
算

書
、
貸
借
対
照
表
）
と
の
連
携
を
明
ら
か
に
し
う
る
よ
う
会
計
帳
簿
上
に
表
示
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
監
査
報
告
書
の
報
告
事
項

や
証
券
取
引
法
上
の
半
期
報
告
書
制
度
と
の
関
連
な
ど
か
ら
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
貸
借
対
照
表
や
損
益
計
算
書
上
に

反
映
す
る
中
間
配
当
の
会
計
処
理
と
表
示
と
が
問
題
と
な
り
、
　
現
在
で
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
四
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
す
な
わ

ち
、
ω
　
中
間
配
当
の
支
出
を
仮
払
金
の
発
生
と
し
て
会
計
処
理
を
行
い
、
貸
借
対
照
表
の
「
流
動
資
産
の
部
」
に
表
示
す
る
方
法
、

⑭
　
中
間
配
当
の
支
出
を
剰
余
金
の
控
除
取
引
と
し
て
会
計
処
理
を
行
い
、
貸
借
対
照
表
の
「
資
本
の
部
」
に
表
示
す
る
と
と
も
に
、
剰

余
金
処
分
計
算
書
の
「
処
分
額
」
に
再
表
示
す
る
方
法
、
0
9
　
中
間
配
当
の
支
出
を
特
別
損
失
と
し
て
会
計
処
理
を
行
い
、
損
益
計
算
書

の
特
別
損
益
の
部
に
「
特
別
損
失
」
と
し
て
表
示
す
る
方
法
、
㊥
　
中
間
配
当
の
支
出
を
前
期
繰
越
利
益
の
減
額
と
し
て
会
計
処
理
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

い
、
損
益
計
算
書
の
「
未
処
分
損
益
計
算
の
部
」
に
表
示
す
る
方
法
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
ω
の
方
法
は
、
い
わ
ゆ
る
総
額
仮
払
計
上
法
と
純
額
仮
払
計
上
法
と
に
分
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
期
末
に
計
上
が
見
込
ま
れ
る
当
期
利
益

を
見
越
し
て
こ
れ
を
中
間
配
当
の
原
資
と
み
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
間
配
当
を
期
末
の
利
益
配
当
の
前
払
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も

の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
そ
の
前
提
自
体
が
商
法
違
反
と
な
る
お
そ
れ
も
あ
っ
て
（
商
二
九
三
条
ノ
五
第
一
三
三
項
参
照
）
問
題

窺鋤
5
1
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荊健π函
に
当
配
間中

で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
中
間
配
当
の
決
議
に
よ
っ
て
株
主
に
対
す
る
会
社
の
債
務
が
発
生
す
る
以
上
、
中
間
配
当
金
の
支
出
を
貸
借
対

照
表
上
に
資
産
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
支
出
済
の
中
間
配
当
金
を
仮
払
金
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
期
末
の
純
資
産

額
を
仮
払
金
計
上
額
だ
け
過
大
に
表
示
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
、
こ
の
よ
う
な
会
計
処
理
で
は
「
営
業
上
の
財
産
の
状
況
」
（
商
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

条
一
項
）
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
い
え
な
い
難
点
が
伴
う
。
ま
た
、
⑭
の
方
法
は
、
中
間
配
当
が
配
当
可
能
な
剰
余
金
（
前
期
繰
越
利
益

の
ほ
か
別
途
積
立
金
を
も
含
む
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
支
出
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
明
確
に
表
示
で
き
、
　
し
た
が
っ
て
取
締
役
の
責
任

（
商
二
九
三
条
ノ
五
第
五
項
）
を
明
ら
か
に
す
る
点
と
、
剰
余
金
処
分
計
算
書
に
お
い
て
配
当
金
の
処
分
額
と
し
て
決
算
配
当
の
ほ
か
中
間

配
当
を
も
表
示
し
て
配
当
性
向
を
明
示
す
る
点
で
は
妥
当
と
い
え
る
。
し
か
し
、
貸
借
対
照
表
に
表
示
さ
れ
る
利
益
準
備
金
の
残
高
は
、

中
間
配
当
に
伴
う
利
益
準
備
金
の
積
立
後
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
剰
余
金
処
分
計
算
書
の
利
益
準
備
金
と
し
て
の
処
分
額
は
、
中
間
配
当

に
伴
う
利
益
準
備
金
の
積
立
額
を
含
め
て
再
表
示
さ
れ
、
両
者
の
有
機
的
関
連
が
断
た
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
中
問
配
当
の
処
分
額
は
、
剰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

余
金
処
分
計
算
書
の
処
分
額
に
お
い
て
重
複
し
て
表
示
さ
れ
る
難
点
が
伴
う
。
さ
ら
に
、
0
9
の
方
法
は
、
計
算
書
類
規
則
を
基
礎
と
し
て

損
益
計
算
書
の
最
終
算
定
項
目
で
あ
る
「
当
期
未
処
分
利
益
」
と
利
益
処
分
案
の
基
礎
と
な
る
「
当
期
未
処
分
利
益
」
と
を
一
致
さ
せ
よ

う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
中
間
配
当
に
伴
う
利
益
準
備
金
の
積
立
は
、
利
益
の
処
分
で
あ
っ
て
特
別
損
失
と
な
る
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
中
間
配
当
を
損
益
計
算
書
に
お
い
て
「
特
別
損
失
」
と
し
て
表
示
す
る
こ
と
は
、
損
益
計
算
書
の
区
分
計
算
過
程
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

て
当
期
利
益
か
ら
中
間
配
当
を
負
担
し
た
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
る
難
点
が
と
も
な
う
。
お
も
う
に
、
既
述
の
よ
う
に
、
中
間
配
当
は

前
期
末
の
配
当
可
能
利
益
か
ら
前
期
に
か
か
る
株
主
配
当
・
役
員
賞
与
な
ど
の
利
益
処
分
額
を
控
除
し
た
額
を
限
度
額
と
し
、
普
通
は
前

期
繰
越
利
益
金
あ
る
い
は
中
間
配
当
積
立
金
を
財
源
と
し
、
し
か
も
、
こ
れ
を
行
う
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
会
社
の
中
間
配
当
支
払

債
務
が
発
生
し
、
期
中
に
お
い
て
こ
れ
を
確
定
的
に
支
払
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
会
社
の
債
務

が
発
生
し
た
と
み
て
、
一
応
未
払
金
と
い
う
会
計
処
理
を
行
い
、
貸
方
を
未
払
金
、
借
方
を
中
間
配
当
の
財
源
に
充
て
う
る
も
の
を
入
れ

鰯幼d
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説
論

る
意
味
で
未
処
分
損
益
と
す
る
方
法
、
つ
ま
り
、
中
間
配
当
の
支
出
を
前
期
繰
越
利
益
の
減
額
と
し
て
会
計
処
理
を
行
い
、
損
益
計
算
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
「
未
処
分
損
益
計
算
」
の
部
の
減
少
項
目
と
し
て
表
示
す
る
㊥
の
方
法
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。
か
り
に
、
前
期
繰
越
利
益
が
中

間
配
当
と
こ
れ
に
伴
う
利
益
準
備
金
と
し
て
積
立
て
る
べ
き
金
額
と
に
み
た
な
い
場
合
に
は
、
他
の
任
意
準
備
金
を
取
崩
し
て
充
当
す
れ

ば
足
り
、
ま
た
、
こ
の
方
法
に
よ
る
期
中
の
会
計
処
理
を
行
う
と
き
は
、
未
処
分
利
益
の
内
訳
を
損
益
計
算
書
上
に
そ
の
ま
ま
移
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
⑤
　
従
来
の
半
期
決
算
に
よ
る
場
合
に
は
、
配
当
可
能
利
益
が
あ
っ
て
も
、
種
々
の
理
由
か
ら
、
あ
る
期
に
は
配
当
せ
ず
次
期
に
配
当

す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
利
益
配
当
が
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
る
も
の
で
あ
る
以
上
こ
の
程
度
の
不
公
平
な
処
理
は

も
ち
ろ
ん
一
般
に
許
容
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
既
述
の
と
お
り
、
中
間
配
当
は
、
い
わ
ば
見
込
配
当
と
し
て
取
締
役
会
の
決
議
の

み
で
行
わ
れ
、
か
つ
、
そ
の
財
源
も
法
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
定
款
に
中
間
配
当
を
行
う
旨
の
定
め
を
お
い
て
い
る
会
社
で
も
、
た
ま
た

ま
収
益
が
低
下
し
て
法
定
の
中
間
配
当
限
度
額
以
下
の
剰
余
金
と
な
り
金
銭
の
分
配
を
な
し
え
な
い
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
も
ち

ろ
ん
中
間
配
当
は
こ
れ
を
行
い
え
な
く
な
る
が
、
中
間
配
当
を
行
い
う
る
剰
余
金
が
存
在
し
て
い
て
も
、
業
績
の
悪
化
を
見
通
し
て
こ
れ

を
見
送
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
商
法
も
、
取
締
役
会
が
中
間
配
当
限
度
額
の
有
無
や
期
末
に
お
け
る
配
当
可
能
利
益
の
存
否
の

見
通
し
を
立
て
た
う
え
で
、
中
間
配
当
の
実
施
の
有
無
や
具
体
的
な
金
銭
分
配
額
の
決
定
に
つ
き
毎
期
判
断
し
う
る
余
地
を
残
す
こ
と
と

し
て
い
る
（
商
二
九
三
条
ノ
五
第
三
項
・
四
項
）
が
、
問
題
は
、
最
近
実
際
界
で
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
　
中
間
配
当
の
財
源
な
ど
そ
の
実
施

の
条
件
が
す
べ
て
一
応
整
っ
て
い
る
の
に
、
取
締
役
会
の
判
断
で
一
般
の
風
潮
に
し
た
が
っ
て
安
易
に
そ
の
実
施
を
見
送
る
場
合
は
ど
う

か
で
あ
る
。
一
年
決
算
会
社
で
も
中
間
配
当
が
強
制
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
実
施
の
有
無
は
取
締
役
会
の
判
断
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
以
上
、
法
律
上
は
、
取
締
役
会
の
適
正
な
判
断
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
実
施
を
見
送
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
え
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

し
、
中
間
配
当
を
見
送
っ
た
場
合
に
は
、
商
法
の
解
釈
上
前
期
無
配
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
既
述
の
中
間
配
当
制
度
の
趣
旨
に

鋤鋤d
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荊樋π訊
に
当
配
間中

即
断
て
み
れ
ば
、
こ
れ
を
実
施
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
見
送
る
こ
乏
は
、
こ
の
制
度
の
運
用
の
当
否
か
ら
み
て
少
な
く
と
も
一
般
論
と

し
て
は
妥
当
と
は
い
い
難
く
馬
中
間
配
当
制
度
の
運
用
面
で
の
検
討
も
必
要
送
な
る
。
・
こ
の
運
用
面
で
の
検
討
と
充
て
は
、
一
般
に
、
中

間
配
当
を
見
送
り
期
末
配
当
は
実
施
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
中
間
無
配
・
期
末
有
配
」
・
の
好
ま
し
く
な
い
慣
行
を
な
く
す
る
た
め
、
中

間
幌
当
の
見
送
り
庵
無
配
で
あ
り
、
期
末
配
当
の
無
配
に
準
じ
た
厳
し
い
取
扱
い
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
、
決
算
報
告
の
場
合
に
も
証

券
取
引
所
に
提
画
す
る
「
決
算
短
信
し
や
「
中
間
決
算
短
信
」
に
中
間
無
配
の
理
由
を
付
記
せ
し
め
る
よ
う
な
厳
し
い
措
置
が
必
要
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
1
）
通
説
で
あ
る
ゆ
反
対
、
．
居
林
・
改
正
商
法
詳
解
一
八
四
頁
～
並
木
・
新
商
法
の
逐
条
解
説
一
六
八
頁
。

（
2
）
吉
田
昂
H
吉
田
清
見
1
1
斉
藤
泰
・
会
社
の
中
間
配
当
の
実
務
一
六
頁
参
照
。

（
3
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
吉
田
清
見
「
中
間
配
当
に
関
す
る
若
干
の
問
題
－
商
法
二
九
三
条
ノ
五
で
い
う
「
一
定
の
日
」
を
中
心
に
一
」
商
事
法
務

　
　
八
二
〇
号
二
頁
以
下
参
照
。

（
4
）
吉
田
ほ
か
・
前
掲
二
三
頁
。

（
5
）
浅
地
ほ
か
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
五
号
一
六
頁
、
東
京
株
懇
旬
報
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
五
日
号
三
頁
参
照
。

（
6
）
浅
地
ほ
か
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
五
号
一
六
頁
・
一
七
頁
（
矢
沢
発
言
）
参
照
。

（
7
）
浅
地
ほ
ゆ
．
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
五
号
一
八
頁
、
吉
田
ほ
か
．
前
掲
一
二
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
8
）
甘
地
ほ
か
．
前
掲
ジ
ュ
ツ
ス
ト
五
九
五
号
一
八
頁
（
矢
沢
空
加
藤
各
発
言
）
、
吉
田
ほ
か
・
前
掲
書
三
二
頁
・
三
三
頁
、
吉
田
「
中
間
配
当
と

　
　
利
益
（
期
末
）
配
当
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
五
号
六
九
頁
参
照
。
な
お
？
津
間
配
当
に
種
類
株
〈
三
二
二
一
．
一
条
〉
を
創
設
す
る
場
合
に
は
（
商
二

　
　
九
三
条
ソ
五
第
六
項
）
、
利
益
配
当
に
つ
き
優
先
権
を
有
す
る
株
式
は
、
中
間
配
当
に
つ
い
て
も
同
様
の
優
先
権
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き

　
　
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
居
林
．
前
掲
一
九
六
頁
、
吉
缶
．
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
小
五
九
五
号
六
九
頁
、
吉
田
ほ
か
．
前
掲
一
二
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
－
o
）
た
と
え
ば
、
山
内
・
前
掲
産
業
経
理
二
九
巻
一
号
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
1
1
）
中
間
営
業
（
事
業
）
報
告
書
の
株
主
宛
の
送
付
の
実
情
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
和
証
券
調
査
部
「
株
主
総
会
白
書
」
商
事
法
務
七
八
五

5
5
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説
論

　
　
号
一
頁
以
下
参
照
。

（
1
2
）
こ
れ
を
怠
れ
ば
、
違
法
な
行
為
を
見
逃
し
た
こ
と
に
よ
る
監
査
役
の
責
任
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
「
半
期

　
　
報
告
書
と
監
査
役
の
立
場
」
産
業
経
理
三
八
巻
二
号
一
頁
以
下
、
浅
地
ほ
か
・
前
掲
ジ
ユ
リ
ス
ト
五
九
五
号
二
二
頁
（
浅
地
・
矢
沢
各
発
言
）

　
　
大
住
・
前
掲
・
産
業
経
理
三
八
巻
七
号
四
九
頁
参
照
。

（
1
3
）
酒
巻
・
前
掲
一
七
三
頁
参
照
。

（
1
4
）
白
鳥
「
中
間
配
当
の
会
計
処
理
と
表
示
方
法
」
企
業
会
計
二
六
巻
五
号
一
三
一
頁
以
下
、
吉
田
ほ
か
・
前
掲
一
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
1
5
）
白
鳥
・
前
掲
一
三
二
頁
、
吉
田
ほ
か
・
前
掲
一
、
七
五
頁
参
照
汐

（
1
6
）
白
鳥
・
前
掲
一
三
三
頁
《
吉
田
ほ
か
・
前
掲
一
七
八
頁
参
照
。

（
1
7
）
白
鳥
・
前
掲
＝
二
二
頁
、
吉
田
ほ
か
・
前
掲
一
八
二
頁
・
一
八
三
頁
参
照
。

（
1
8
）
浅
地
「
中
間
配
当
に
関
す
る
会
計
処
理
と
表
示
に
つ
い
て
」
監
査
役
六
法
二
二
五
一
頁
以
下
、
道
書
ほ
か
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
五
号
二
六

　
　
頁
以
下
（
浅
地
・
矢
沢
各
発
言
）
参
照
。
な
お
、
白
鳥
・
前
掲
一
三
四
頁
参
照
。

（
1
9
）
矢
沢
．
商
事
法
務
七
〇
〇
号
二
一
二
頁
、
並
木
・
前
掲
一
八
○
頁
－
一
八
二
頁
参
照
。

（
2
0
）
細
田
・
前
掲
産
業
経
理
三
九
巻
一
号
二
一
頁
参
照
。

5
6殉蜘4

9
一ω

4
6

五
　
中
間
配
当
と
半
期
報
告
書
制
度

　
既
述
の
よ
う
に
、
中
間
配
当
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
っ
て
解
釈
が
分
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
取
締

役
の
賠
償
責
任
へ
の
危
惧
や
中
間
配
当
と
上
場
会
社
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
証
券
取
引
法
上
の
半
期
報
告
書
制
度
・
中
間
仮
決
算
と
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

規
制
上
の
乖
離
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
の
関
連
か
ら
、
中
間
配
当
を
安
易
に
見
送
り
、
い
わ
ゆ
る
中
間
無
配
・
期
末
有
配
の
会
社
が
多
く
、

株
主
・
投
資
者
な
ど
か
ら
の
不
満
や
批
判
も
少
な
く
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
中
間
配
当
の
安
易
な
見
送
り
を
防
止
し
て
そ
の

実
施
率
を
高
め
る
た
め
に
は
、
企
業
決
算
規
制
の
基
本
法
と
し
て
の
商
法
を
整
備
し
て
中
間
配
当
と
証
券
取
引
法
上
の
右
の
制
度
と
を
密



荊備π訓
に
三
三
間中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

接
に
闘
連
づ
け
る
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
る
。
会
社
法
改
正
審
議
に
お
け
る
機
関
改
正
試
案
も
、
　
「
中
間
配
当
の
制
度
を
ど
う
す
る
か
は
．

会
社
の
計
算
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
」
と
し
て
お
り
（
試
案
第
一
・
一
b
＠
㎝
）
、
そ
の
検
討
の
方
向
と
し
て
は
、
「
試
案
の
立
場
に
お
い

て
は
｝
現
行
法
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
間
決
算
制
度
の
導
入
等
の
関
連
で
は
、
そ
の
要
件
等
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

’
現
在
、
証
券
取
引
法
に
よ
り
ハ
一
年
決
算
の
継
続
開
示
会
社
は
、
事
業
年
度
毎
に
、
当
該
事
業
年
度
開
始
日
以
後
六
ケ
月
間
の
営
業
お

よ
び
経
理
の
状
況
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
を
、
当
該
期
間
経
過
後
三
ケ
月
以
内
に
大
蔵
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
証
取
法

二
四
条
ノ
五
第
一
項
）
。
こ
の
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
て
い
る
中
間
財
務
諸
表
す
な
わ
ち
中
間
貸
借
対
照
表
・
中
間
損
益
計
算
書
に
つ
い
て

は
、
　
「
中
間
財
務
諸
表
作
成
基
準
」
（
昭
五
二
・
三
企
業
会
計
審
議
会
）
お
よ
び
「
中
間
財
務
諸
表
監
査
基
準
」
（
昭
五
二
・
三
企
業
会
計
審
議

会
）
が
公
表
せ
ら
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
「
中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
　
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
」
（
中
間
財
務
諸
表
規
則
、
昭

五
二
・
八
・
三
〇
大
蔵
省
令
三
八
）
が
制
定
公
布
せ
ら
れ
て
、
中
間
決
算
と
そ
の
監
査
な
ら
び
に
そ
の
結
果
の
開
示
に
関
す
る
制
度
が
整
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

さ
れ
、
こ
れ
に
よ
る
中
間
財
務
諸
表
が
実
務
上
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
中
間
財
務
諸
表
は
、
、
事
業
年
度
を
構
成
す
る
中
間
会
計
期
間
に
係

る
「
有
用
な
会
計
情
報
」
を
提
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
中
間
財
務
諸
表
作
成
基
準
第
一
・
一
般
原
則
一
、
中
間
財
規
三
条
一
項
）
、
し

か
も
、
こ
の
「
有
用
な
会
計
情
報
」
と
は
、
そ
の
中
間
会
計
期
間
が
属
す
る
事
業
年
度
の
損
益
な
い
し
経
営
成
績
の
予
測
に
資
す
る
た
め

の
会
計
情
報
を
い
い
（
中
世
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要
領
〈
昭
五
二
・
九
・
六
蔵
理
一
二
三
一
〉
第
四
と
　
こ
れ
を
投
資
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
目
，

的
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
期
間
独
立
主
義
な
い
し
実
績
伝
達
主
義
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
年
間
損
益
予
測
主
義
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
中
間
財
務
諸
表
は
、
中
間
決
算
制
．
度
と
い
う
会
計
上
の
処
理
の
制
度
と
し
て
で
は
な
く
、
企
業
内
容
の
開
示
制
度
と
し

て
、
期
中
に
お
け
る
情
報
伝
達
の
性
格
を
有
し
、
半
期
で
一
応
の
経
営
成
果
を
予
測
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

人
の
監
査
に
も
服
す
る
（
証
取
法
一
九
三
条
ノ
ニ
ハ
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令
（
昭
三
二
・
三
・
二
八
大
蔵
省
令
一
二
）
の
改
正
（
昭

細⑳d
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五
二
大
蔵
省
令
五
・
大
蔵
省
全
二
九
）
四
条
、
な
お
、
前
掲
中
間
財
務
諸
表
監
査
基
準
第
二
・
二
2
ω
参
照
）
が
、
年
間
予
測
主
義
に
よ
る
か
ら
、
こ

れ
に
よ
れ
ば
前
期
の
残
存
利
益
の
分
配
の
性
質
を
も
つ
現
行
の
中
間
配
当
制
度
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら

ず
、
中
間
財
務
諸
表
に
基
づ
い
て
中
間
配
当
を
行
え
ば
取
締
役
が
商
法
二
九
三
条
ノ
五
聖
五
項
の
賠
償
責
任
を
免
れ
る
有
力
な
証
明
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
か
り
に
商
法
が
、
期
間
独
立
主
義
な
い
し
実
績
主
義
に
基
づ
く
中
間
決
算
制
度
を
導
入
す
る
も

の
と
す
れ
ば
、
中
聞
決
算
に
よ
り
一
応
の
利
益
を
確
定
し
、
そ
の
中
間
時
点
に
お
い
て
利
益
が
配
当
の
原
資
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
範

囲
内
で
行
う
か
ぎ
り
、
期
末
に
取
締
役
の
賠
償
責
任
の
追
及
は
な
く
な
り
、
中
間
配
当
の
実
施
が
容
易
と
な
る
点
で
は
、
中
間
配
当
の
安

易
な
見
送
を
防
止
す
る
に
は
有
益
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
規
の
決
算
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
確

定
の
た
め
の
手
続
に
要
す
る
時
間
は
大
と
な
り
中
間
財
務
諸
表
の
早
期
開
示
の
立
場
か
ら
は
不
便
が
伴
い
や
す
い
。
の
み
な
ら
ず
、
現
行

の
証
券
取
引
法
上
の
年
間
予
測
主
義
に
立
つ
半
期
報
告
書
制
度
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
か
ぎ
り
、
会
社
は
こ
れ
と
商
法
に
基
く
も
の
と

め
二
通
り
の
中
間
財
務
諸
表
な
い
し
中
間
計
算
書
類
を
作
成
す
る
不
便
を
伴
い
、
ま
た
、
季
節
的
変
動
の
あ
る
業
種
を
営
む
会
社
に
お
い

て
実
質
主
義
に
よ
る
と
き
は
、
恐
ら
く
配
当
の
不
均
化
を
図
る
た
め
に
決
算
に
操
作
を
加
え
る
お
そ
れ
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

基
本
的
に
は
、
一
年
決
算
が
半
期
決
算
よ
り
理
論
的
に
も
合
理
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
一
年
決
算
制
度
を
採
用
し
た
現
行
商
法
の
趣
旨

や
、
利
益
処
分
は
株
主
総
会
で
行
う
憎
い
う
機
関
改
正
試
案
（
同
試
案
第
一
・
一
工
b
ロ
参
照
）
　
の
基
本
理
念
と
も
矛
盾
す
る
難
点
が
伴
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
商
法
上
も
、
半
期
報
告
書
制
度
を
導
入
す
る
と
す
れ
ば
、
現
在
、
企
業
決
算
の
実
務
に
お
い
て
定
着
し

て
い
る
証
券
取
引
法
上
の
そ
れ
と
同
様
年
間
予
測
主
義
に
よ
る
も
の
と
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
期
中
に
お
け
る
情
報
伝
達
の
機
能
を
も
つ
に
と
ど
ま
る
半
期
報
告
書
な
ら
ば
、
詳
細
は
証
券
取
引
法
の
規
定
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
ね
て
商
法
は
そ
の
大
要
を
示
す
に
と
ど
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
証
券
取
引
法
の
非
適
用
会
社
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、
商
法
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
こ
れ
を
定
め
る
た
め
の
半
期
報
告
書
制
度
に
つ
い
て
の
立
法
技
術
上
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
四
半
期
報
告
の
た
め

鵬吻d
　

【¢46



荊健π鮎
に
当
配
回申

の
財
務
諸
表
の
作
成
が
な
さ
れ
（
機
関
改
正
試
案
第
二
・
四
4
）
、
四
半
期
報
告
の
実
務
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
　
四
半
期
財
務
諸
表
と
四
半
期

配
当
と
を
結
び
つ
け
て
こ
れ
を
商
法
上
も
制
度
化
す
べ
き
か
ど
う
か
、
四
半
期
財
務
諸
表
の
商
法
上
の
監
査
を
ど
う
す
る
か
、
監
査
役
」

会
計
監
査
人
の
責
任
は
ど
う
か
、
定
期
報
告
と
し
て
四
半
期
の
（
中
間
）
報
告
制
度
の
在
り
方
は
ど
う
か
、
な
ど
の
制
度
化
も
必
要
と
な

　
　
　
（
9
）

る
と
思
う
。

（
－
）
商
法
に
は
中
間
決
算
の
規
定
が
な
く
、
中
間
配
当
も
中
間
決
算
を
前
提

　
　
と
し
て
い
な
い
の
に
、
会
社
は
中
間
決
算
を
実
施
し
、
公
認
会
計
士
の

　
　
監
査
を
受
け
、
半
期
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、

　
　
中
間
配
当
の
決
議
を
し
た
場
合
に
お
け
る
株
主
へ
の
中
間
配
当
決
議
通

　
　
知
の
時
期
、
こ
れ
を
見
送
っ
た
場
合
の
株
主
へ
の
通
知
な
ど
問
題
点
が

　
　
多
い
。
い
ま
中
間
配
当
の
日
程
表
の
一
例
を
示
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
．

　
　
る
。

（
2
）
矢
沢
「
会
社
の
計
算
・
公
開
に
関
す
る
改
正
問
題
」
商
事
法
務
八
二
五

　
　
号
一
七
頁
、
大
迫
ほ
か
「
半
期
報
告
制
度
の
商
法
導
入
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
商
事
法
務
八
五
〇
号
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
稲
葉
「
株
主
総
会
」
株
主
総
会
の
権
三
口
」
　
商
事
法
務
八
二
六
号
七

　
　
頁
。

（
4
）
冨
尾
「
中
間
財
務
諸
表
制
度
の
実
施
状
況
等
」
商
事
法
務
八
〇
九
号
一

　
　
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。
」

（
5
）
中
間
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
中
瀬
・
中
間
財
務
諸
表
一

　
　
六
三
頁
以
下
、
三
綱
「
中
間
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
」
商
事
法
務
七
八

　
　
四
号
八
頁
以
下
参
照
σ
、

の引モ
案試
（
表八
日
の
．
算決

間中

（
5
証
取
法
第
2
4
条
の
5
W
l
証
取
法
第
旧
粂
の
2
る
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
省
令
第
－
条
も
の
1
証
取
法
第
2
4
条
の
5
w
に
よ
り
提
出
の

％
％
％
％

藏
人
．

日
　
程

事
　
　
　
　
項

期
間
・
間
隔

備
　
　
　
考

）
　
　
　
　
む

点
る
題
よ
問
に
の
頁

度
2
5

制
号
当
1

配
巻
間
3
9

中
理
「
経
田
業
細
産（

5
9招塒ひ占

ω4
6



三論

（
6
）
大
迫
ほ
か
・
前
掲
商
事
法
務
八
五
〇
号
一
八
頁
・
一
九
頁
・
二
九
頁
参
照
。

（
7
）
河
本
「
商
法
計
算
規
定
改
正
に
関
す
る
諸
問
題
」
税
経
通
信
三
四
巻
八
号
一
九
頁
、
竹
中
「
商
法
会
計
規
定
改
正
の
問
題
点
」
産
業
経
理
三
九

　
　
巻
一
一
号
二
八
頁
な
ど
参
照
。

（
8
）
た
と
え
ば
一
年
決
算
会
社
に
あ
っ
て
は
、
代
表
取
締
役
に
対
し
て
営
業
年
度
の
中
間
の
日
に
お
け
る
会
社
の
財
産
の
概
況
な
ら
び
に
そ
の
営
業

　
　
年
度
の
初
め
か
ら
中
間
の
日
ま
で
の
会
社
の
損
益
お
よ
び
営
業
の
概
況
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
の
作
成
を
義
務
づ
け
、
こ
れ
に
つ
き
、
取
締

　
　
役
会
の
承
認
を
え
、
か
つ
、
監
査
役
・
会
計
監
査
入
の
監
査
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
代
表
取
締
役
は
、
そ
の
中
間
の
日
か
ら
、
た
と

　
　
え
ば
、
三
月
以
内
に
会
社
の
定
め
る
営
業
年
度
中
の
一
定
の
日
の
株
主
に
半
期
報
告
書
を
送
付
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
本
店
に
備
え
置
く
こ
と
な

　
　
ど
に
つ
い
て
は
商
法
に
規
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
大
迫
ほ
か
・
前
掲
商
事
法
務
八
五
〇
号
一
八
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
矢
沢
・
前
掲
商
事
法
務
八
二
五
号
一
七
頁
参
照
。

6
0

B
鵬“［¢

4
6

〔
追
記
〕

六
号
、

三
）

、

本
稿
脱
稿
後
に
、
会
社
法
改
正
審
議
に
お
け
る
「
株
式
会
社
の
計
算
・
公
開
に
関
す
る
改
正
試
案
」
　
（
法
務
省
民
一
第
六
二
二

昭
五
四
・
一
二
・
二
五
）
が
公
表
さ
れ
た
が
、
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
半
期
報
告
制
度
の
商
法
へ
の
導
入
が
提
案
さ
れ
（
試
案
第

現
行
の
中
間
配
当
制
度
は
存
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
試
案
第
三
・
5
注
②
）
。


